
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バージョンアップによる機能追加・変更 Ver.12.2.0 （表） 

 全ての事業所 様 

■ クライアント機の事業所選択画面表記の変更 ■ 

■ 月間ケアプラン画面の「処遇改善加算」の表記の変更 ■ 
画面 月間ケアプラン 

令和元年 10 月以降の月間ケアプランでは、

「処遇改善加算」および「特定処遇改善加

算」の単位数の列に、「加算率」が表示され

るようになりました。 

計算方法に変更はありません。 

■ 月間ケアプラン一括削除機能の追加 ■ 

画面 ケアプラン作成メニュー ≫ 月間ケアプラン一括削除 

クライアント機（ネットワークで繋がった子機）

をご利用の場合、事業所選択をする画面の

表記が変わります。 

これまで子機（N）という表記だったところが、

バージョンアップ後からクライアントとなりま

す。機能やご利用方法に変更はありません。 

親機の場合も変更はありません。 

ボタンを押した後の画面操作は、ヘルプデス

クのオペレーターからのご案内が必要になり

ます。遠隔サポートをクリックする前に、事前

のお電話をお願いいたします。 

※ご利用はインターネット環境のあるパソコ

ンに限ります。 

■ 遠隔サポートボタンの設置 ■ 

『楽すけ』ヘルプデスクでは、インターネット遠隔操作によるご案内が可能です。お客様の画面を拝見しなが

らご案内しますので、お困りごとの解決がスムーズです。この度、『楽すけ』の業務開始後の画面に、 

遠隔サポートボタンを設置しました。より迅速に遠隔操作をおつなぎできますのでぜひご利用ください。 

※ 一度削除した内容は戻せません。 

ご利用にあたっては十分ご注意ください。 

「月間ケアプラン」の内容を「対象月」、 

「利用者」を選択して一括で削除する機能

を追加しました。 

報酬改定時など、月間ケアプランの内容

を全て入れ替えなければならないときなど

にご利用ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バージョンアップによる機能追加・変更 Ver.12.2.0 （裏） 

■ 提供票の出力順序の変更 ■ 

「居宅支援初回加算」「介護予防支援初回加算」を前回取得した際、これまでは「初回加算」も前回から

取得されていましたが、バージョンアップ後は、「居宅支援初回加算」「介護予防支援初回加算」は前回

取得されないようになりました。 

画面 月間ケアプラン 

「サービス提供票（別表）」「サービス提供票（事業者別）」 

「提供票/別表[組合せ]」「提供票（事業者別）/別表[組合せ]」の 

一括印刷の際の出力の順序が変わります。 

これまで ・取引先ごとにまとまり印刷 

・『楽すけ』に取引先登録した順番で出力 

バージョンアップ後 ・取引先ごとにまとまり印刷 

・取引先のカナのアイウエオ順で出力 

■ 居宅支援費の前回取得ルールの変更 ■ 

 居宅介護支援事業所 様 

画面 利用票・提供票・御利用説明書印刷 


